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改    正    後 改    正    前 

「電算関係税関業務事務処理要領」（税関手続関連 共通編） -共通手続- 

 

第１章 （省略） 

第２章 共通事項 

第１節 （省略） 

第２節 汎用申請関係手続 

  システムを使用して汎用申請対象手続を行う場合は、この節の定めるところによる。  

ただし、国際観光旅客税の納付に関する手続について、汎用申請を利用して行う場合は、後記第２１節（国

際観光旅客税納付関係手続）を参照すること。 

１から４まで （省略） 

［付表］汎用申請対象手続一覧（手続別特記事項） 

【監視関係】 （省略） 

【通関・収納・評価・関税鑑査官・調査統計・通関業監督官・訟務関係】 

官署制限：申請官署制限手続  

時間外 ：時間外執務要請届が必要な手続  

手数料等：汎用申請手数料等納付申請対象手続  

通関士 ：通関士審査必要手続（申請を代理する場合に限る。） 

申請手続種別

コード 
手続名称 

官
署
制
限 

時
間
外 

手
数
料
等 

通
関
士 

特記事項 

（省略） 

GL4 
自動車等の引越荷物の免税

申請 
    

１ 関税定率法施行令第25条第３項において準用す

る同令第14条第３項に規定する処理を求める場合

には、「汎用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）の

「記事」欄に、処理を求める内容（輸入申告番号、

申告年月日、品名、数量及び輸入者名）とともに、

携帯品・別送品申告書に係る別送品の一部を通関す

る場合は「一部通関及び当該申告後の別送品通関の

予定の有無」を、携帯品・別送品申告書に係る別送

品の全ての通関を申告する場合は「全量通関」であ

る旨を記載し、次に掲げる書類を添付する。 

・携帯品・別送品申告書（入国の際税関の確認を受

けたもの） 

・パスポート（入国者及びその同伴家族のもの） 

・定率基15-9（4）又は（5）に掲げる書類 

２ システムを使用して輸入申告を行う場合は、｢輸

入申告事項登録｣業務（業務コード：ＩＤＡ）の「記

事（税関）」欄に申請手続種別コード「ＧＬ４」（自

動車等の引越荷物の免税申請）及び汎用申請受理番

号を入力する。書面により輸入申告を行う場合は、

余白に手続名称及び汎用申請受理番号を記入する。 

３ 「許可・承認等通知情報」（出力情報コード：Ｃ

ＡＬ００６１）の「税関通信」欄に、当該携帯品・

別送品申告書に係る別送品の一部の通関を認めた

ときは「通関年月日、通関数量、その他所要事項」

が、全部の通関を認めたとき（一部通関で残りの別

送品が既に通関されている場合を含む）は別送品の

全ての通関を認めた旨が記載され、通知される。 

４ なお、当該申告の後、別途別送品の通関を行う際

「電算関係税関業務事務処理要領」（税関手続関連 共通編） -共通手続- 

 

第１章 （同左） 

第２章 共通事項 

第１節 （同左） 

第２節 汎用申請関係手続 

  システムを使用して汎用申請対象手続を行う場合は、この節の定めるところによる。  

ただし、国際観光旅客税の納付に関する手続について、汎用申請を利用して行う場合は、後記第２１節（国

際観光旅客税納付関係手続）を参照すること。 

１から４まで （同左） 

［付表］汎用申請対象手続一覧（手続別特記事項） 

【監視関係】 （同左） 

【通関・収納・評価・関税鑑査官・調査統計・通関業監督官・訟務関係】 

官署制限：申請官署制限手続  

時間外 ：時間外執務要請届が必要な手続  

手数料等：汎用申請手数料等納付申請対象手続  

通関士 ：通関士審査必要手続（申請を代理する場合に限る。） 

申請手続種別

コード 
手続名称 

官
署
制
限 

時
間
外 

手
数
料
等 

通
関
士 

特記事項 

（同左） 

（同左） 
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改    正    後 改    正    前 

は、当該携帯品・別送品申告書に当該汎用申請に係

る通知情報を添付する。 

G60 

条約に基づく特定用途免税

申請(定率令第25条の2第1、

3、5～7号) 

    － 

G61 

条約の規定による特定用途

免税申請（定率令第２５条

の２第２、４号） 

    － 

（省略） 

S53 
黒鉛電極に課された不当廉

売関税に係る還付申請 
    － 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

G60 

条約の規定による特定用途免

税申請（定率令第２５条の２

第１、３、５～７号） 

    － 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

Y01 輸入貨物評価（包括）申告Ⅰ 
    

１ 「輸入貨物の評価（包括）申告Ⅰ」（税関様式Ｃ５

３００号）の記載要領については、税関様式関係

通達の「Ⅱ 記載要領及び留意事項」を参照する

こと。 

２ 「汎用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）の

「記事」欄に「担当者名」、「連絡先電話番

号」及び「新規」又は「更新」の旨を入力す

る。  

なお、「更新」の場合は、現在取得している

「包括申告受理番号」及び「適用終了年月

日」を入力する。 

３ 包括申告受理番号等については、「許可・承認

等通知情報」（出力情報コード：ＣＡＬ００６

１）の「税関通信欄」欄に出力される。 

Y02 輸入貨物評価（包括）申告Ⅱ 

    １ 「輸入貨物の評価（包括）申告Ⅱ」（税関様式

Ｃ第５３１０号）の記載要領については税関様式

関係通達の「Ⅱ 記載要領及び留意事項」を参照

すること。  

２ 「汎用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）の

「記事」欄に「担当者名」、「連絡先電話番号」

及び「新規」又は「更新」の旨を入力する。  

なお、「更新」の場合は、現在取得している

「包括申告受理番号」及び「適用終了年月日」を

入力する。  

３ 包括申告受理番号等については、「許可・承認

等通知情報」（出力情報コード：ＣＡＬ００６

１）の「税関通信欄」欄に出力される。 

Y03 
輸入貨物評価（包括）一部変更届

出 

    １ 当該変更が包括申告書の上部枠内の欄の記

載事項に係るもの（例えば、品名の一部追加

若しくは抹消又は輸入者の住所若しくは名称

等の変更）である場合その他変更内容が簡易

な場合は、包括申告書のあて先税関へ申請す

ること。  

なお、関係税関のみの変更の場合は、当該

変更の届出は要しない。 

２ 前記１以外の場合は、変更後の内容に基づ

く包括申告書を改めて提出する。  
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改    正    後 改    正    前 

 

Y04 
輸入貨物評価（個別）申告Ⅰ

（事前審査） 
●    

１ 当該手続の受理可能官署は、各税関の本関のみであ

る。 

２ 「輸入貨物の評価（包括）申告Ⅰ」（税関様式Ｃ第

５３００号）の記載要領については、税関様式関係通

達の「Ⅱ 記載要領及び留意事項」を参照すること。 

３ 事前審査に係る個別評価申告書が受付けた場合、受

付番号及び受付年月日については、「汎用申請審査終

了」業務（業務コード：ＣＨＹ）の「税関通信欄」欄

に入力し、申請者に通知する。 

（省略） 

【知的財産関係】から【調査関係】まで （省略） 

第３節から第 24節まで （省略） 

第 25節 減免戻し税等関係手続 

システムを使用して減免戻し税等明細書の登録を行う場合は、この節の定めるところによる。 

【減免戻し税関係手続の流れ】 （省略） 

１ 減免戻し税等明細書情報の登録 

(1) 減免戻し税等明細書情報の登録 

 通関業者等は、「減免戻し税等明細書登録」業務（業務コード：ＧＫＡ）を利用して、次の事項を入力

し送信することにより、減免戻し税等明細書情報をシステムに登録する。  

なお本業務の利用は使用場所が３カ所以内（様式が「Ｔー１３４０号」の場合を除く）の場合に限る。 

○：入力可 空白：入力不可 

項番 項目名 内容 

様式番号 

Ｔ
－
１
２
２
０
号 

Ｔ
－
１
２
４
０
号 

Ｔ
－
１
２
７
０
号 

Ｔ
－
１
２
８
０
号 

Ｔ
－
１
３
４
０
号 

Ｔ
－
１
６
７
０
号 

Ｔ
－
１
１
０
０
号 

Ｐ
－
１
１
０
０
号 

（省略） 

41 品名（製品） 品名（当該物品より製造される製品の品

名）を入力する。様式が「Ｔ－１６７０

号」の場合、以下のとおり入力する。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号、

第 11号、第 12号、第 14号及び第 15

号に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

42 別紙識別（品名（製

品）） 

「品名（製品）」欄を別紙で提出する場

合、チェックをする。 

なお、「品名（製品）」欄に入力がなく、

     ○ ○ ○ 

３ 包括申告書に添付して提出した書類の内容

に変更が生じた場合は、包括申告書の記載事項

に変更のない場合においても、当該変更届を包

括申告書のあて先税関へ申請すること。 

（同左） 

（同左） 

【知的財産関係】から【調査関係】まで （同左） 

第３節から第 24節まで （同左） 

第 25節 減免戻し税等関係手続 

システムを使用して減免戻し税等明細書の登録を行う場合は、この節の定めるところによる。 

【減免戻し税関係手続の流れ】 （同左） 

１ 減免戻し税等明細書情報の登録 

(1) 減免戻し税等明細書情報の登録 

 通関業者等は、「減免戻し税等明細書登録」業務（業務コード：ＧＫＡ）を利用して、次の事項を入力

し送信することにより、減免戻し税等明細書情報をシステムに登録する。  

なお本業務の利用は使用場所が３カ所以内（様式が「Ｔー１３４０号」の場合を除く）の場合に限る。 

○：入力可 空白：入力不可 

項番 項目名 内容 

様式番号 

Ｔ
－
１
２
２
０
号 

Ｔ
－
１
２
４
０
号 

Ｔ
－
１
２
７
０
号 

Ｔ
－
１
２
８
０
号 

Ｔ
－
１
３
４
０
号 

Ｔ
－
１
６
７
０
号 

Ｔ
－
１
１
０
０
号 

Ｐ
－
１
１
０
０
号 

（同左） 

41 品名（製品） 品名（当該物品より製造される製品の品

名）を入力する。様式が「Ｔ－１６７０

号」の場合、以下のとおり入力する。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号か

ら第９号まで、第 11 号及び第 12号

に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

（同左） 
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改    正    後 改    正    前 

別紙識別にチェックがある場合は、「品名

（製品）」欄に「AS PER ATTACHED 

SHEET」と補完される。 

43 予定数量（製品） 数量（当該物品より製造される製品の予

定数量）を入力する。様式が「Ｔ－１６

７０号」の場合、以下のとおり入力す

る。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号、

第 11号、第 12号、第 14号及び第 15

号に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

44 別紙識別（予定数量

（製品）） 

「予定数量（製品）」欄を別紙で提出する

場合、チェックをする。 

なお、「予定数量（製品）」欄に入力がな

く、別紙識別にチェックがある場合は、

「予定数量（製品）」欄に「AS PER 

ATTACHED SHEET」と補完される。 

     ○ ○ ○ 

45 製造の期間 当該物品より製造される製品の製造の予

定期間を入力する。様式が「Ｔ－１６７

０号」の場合、以下のとおり入力する。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号、

第 11号、第 12号、第 14号及び第 15

号に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

（省略） 

(2) （省略） 

２～４ （省略） 

第 26節～第 30節 （省略） 

第３章 納税関係手続 

システムを使用して関税及び内国消費税（以下「関税等」という。）を納付する場合等の手続は、この章の定

めるところによる。 

第１節 納税方法 

システムを使用して輸入（納税）申告、特例申告（期限内特例申告の訂正及び一括特例申告を含む。以下、

この章において同じ。）、修正申告又は石油石炭税納税申告（以下この節において「輸入（納税）申告等」とい

う。）を行った貨物について、関税法第９条の４（納付の手続）、国税通則法第 34条（納付の手続）、税関関係

法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条（輸出入等関連情報処理組織による関

税等の納付手続）及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条の２（輸

出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続）の規定により関税等を納付する場合並びに外国貿易船

が開港に入港した場合において、とん税法施行令第２条（申告書の記載事項及び納付の手続）及び特別とん税

 

43 予定数量（製品） 数量（当該物品より製造される製品の予

定数量）を入力する。様式が「Ｔ－１６

７０号」の場合、以下のとおり入力す

る。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号か

ら第９号まで、第 11 号及び第 12号

に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

（同左） 

45 製造の期間 当該物品より製造される製品の製造の予

定期間を入力する。様式が「Ｔ－１６７

０号」の場合、以下のとおり入力する。 

① 免税条項区分コードが以下に該当す

る場合は入力不要。 

・関税定率法施行令第 57条第７号か

ら第９号まで、第 11 号及び第 12号

に掲げるもの。 

・関税暫定措置法施行令第 32条第１

項第１号、第５号及び第７号並びに

第２項第４号から第６号までに掲げ

るもの。 

② ①以外の場合、必須入力する。 

     ○ ○ ○ 

（同左） 

(2) （同左） 

２～４ （同左） 

第 26節～第 30節 （同左） 

第３章 納税関係手続 

システムを使用して関税及び内国消費税（以下「関税等」という。）を納付する場合等の手続は、この章の定

めるところによる。 

第１節 納税方法 

システムを使用して輸入（納税）申告、特例申告（期限内特例申告の訂正及び一括特例申告を含む。以下、

この章において同じ。）、修正申告又は石油石炭税納税申告（以下この節において「輸入（納税）申告等」とい

う。）を行った貨物について、関税法第９条の４（納付の手続）、国税通則法第 34条（納付の手続）、税関関係

法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条（輸出入等関連情報処理組織による関

税等の納付手続）及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条の２（輸

出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続）の規定により関税等を納付する場合並びに外国貿易船

が開港に入港した場合において、とん税法施行令第２条（申告書の記載事項及び納付の手続）及び特別とん税
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改    正    後 改    正    前 

法施行令第２条（とん税法施行令の準用）の規定によりとん税及び特別とん税を納付する場合の手続は、この

節の定めるところによる。 

１から４まで （省略） 

５ 賦課課税方式における納税 

賦課課税方式が適用される貨物について、関税法第 67条（輸出又は輸入の許可）及び輸徴法第６条

（引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例）に規定する申告を通関業者等がシステムを使用

して行った場合における関税等の納付手続は、次による。 

(1) 直納による場合 

イ 税関（収納担当部門）は、配信された「納税告知書情報」（出力情報コード：ＣＡＦ００３０）を

通関業者等に送達する。 

ロ 通関業者等は、送達された「納税告知書情報」（出力情報コード：ＣＡＦ００３０）により関税等

を納付する。 

(2) ＭＰＮ利用による場合 

イ 税関（収納担当部門）は、配信された「納税告知書情報」（出力情報コード：ＣＡＦ００３０）及

び「納付番号通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ００２１（海上）又はＡＡＦ００２１（航空））を

通関業者等に送達する。 

ロ 通関業者等は、送達された「納付番号通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ００２１（海上）又は

ＡＡＦ００２１（航空））により関税等を納付する。 

６及び７ （省略） 

第２節から第５節まで （省略） 

第４章 （省略） 

 

法施行令第２条（とん税法施行令の準用）の規定によりとん税及び特別とん税を納付する場合の手続は、この

節の定めるところによる。 

１から４まで （同左） 

５ 賦課課税方式における納税 

賦課課税方式が適用される貨物について、関税法第 67条（輸出又は輸入の許可）及び輸徴法第６条

（引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例）に規定する申告を通関業者等がシステムを使用

して行った場合における関税等の納付手続は、次による。 

(1) 直納による場合 

イ 税関（収納担当部門）は、「納税告知書」（税関様式Ｃ第１０７０号）を作成し、国税収納命令官

（又は分任国税収納命令官）の公印を押印して、通関業者等に送達する。 

ロ 通関業者等は、送達された納税告知書により関税等を納付する。 

 

(2) ＭＰＮ利用による場合 

イ 税関（収納担当部門）は、配信された「納付番号通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ００２１

（海上）又はＡＡＦ００２１（航空））及び関係書類を通関業者等に交付する。 

 

ロ 通関業者等は、交付された「納付番号通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ００２１（海上）又は

ＡＡＦ００２１（航空））により関税等を納付する。 

６及び７ （同左） 

第２節から第５節まで （同左） 

第４章 （同左） 

 

 


